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むつ市議会第２２８回定例会会議録 第６号

平成２８年７月１日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第６号

◎諸般の報告

【委員長報告、質疑、討論、採決】

第１ 議案第37号 むつ市文化自然学習施設条例

第２ 議案第38号 むつ市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例

第３ 議案第39号 むつ市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

第４ 議案第41号 財産の取得について

（むつ市消防団むつ消防団第８分団配備の消防ポンプ自動車を老朽化に伴い更新するた

めのもの）

第５ 議案第42号 財産の取得について

（むつ市役所川内庁舎配備の除雪トラックを老朽化に伴い更新するためのもの）

第６ 報告第16号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市税条例等の一部を改正する条例）

第７ 報告第17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

第８ 報告第18号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例）

第９ 報告第19号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例）

第10 報告第20号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例）

第11 報告第21号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市中小企業振興条例の一部を改正する条例）

第12 報告第23号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成28年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算）

第13 報告第24号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市脇野沢温泉条例等の一部を改正する条例）

【議案質疑、討論、採決】

第14 議案第43号 平成28年度むつ市一般会計補正予算

【議員提出議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第15 議員提出議案第２号 むつ市議会委員会条例の一部を改正する条例
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本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（浅利竹二郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（浅利竹二郎） 議事に入る前に諸般の報告

を行います。

６月23日、各常任委員会に付託いたしました議

案の審査結果について、総務教育、産業建設、民

生福祉の各常任委員長から、それぞれ会議規則第

111条の規定に基づき、委員会審査報告書の提出

がありました。なお、報告書はお手元に配布して

おりますので、ごらん願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は議事日程第６

号により議事を進めます。

◎日程第１～日程第13 委員長報告、

質疑、討論、採決

〇議長（浅利竹二郎） 日程第１ 議案第37号 む

つ市文化自然学習施設条例から、日程第13 報告

第24号 専決処分した事項の報告及び承認を求め

ることについてまでの13件を一括議題といたしま

す。

委員会付託した議案等についての各常任委員会

における審査の経過並びに結果について、各常任

委員長から報告を求めます。

まず、議案第37号から議案第39号まで、議案第

41号、報告第16号及び報告第18号から報告第20号

までについて、総務教育常任委員長の報告を求め

ます。総務教育常任委員長。

（８番 石田勝弘議員登壇）

〇８番（石田勝弘） 総務教育常任委員会に付託さ

れました議案４件、報告４件について、審査の経

過と結果をご報告申し上げます。

本委員会は、６月23日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました議案及び報告につきましては、全会一致で

原案のとおり可決、承認すべきものと決定いたし

ました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第37号 むつ市文化自然学習施設

条例についてでありますが、理事者側から、文化

及び自然に親しむ学習活動並びに市民の交流促進

の場を提供するとともに、ジオパーク活動の推進

を図ることを目的に、文化自然学習施設を設置す

るものであるとの説明がありました。

これに対し委員から、人員配置と維持管理費に

ついて質疑があり、理事者側から、施設管理人と

して臨時職員１名を配置し、人件費を含め年間約

363万円を見込んでいるとの答弁がありました。

また別の委員から、使用料を徴収する場合の具

体例と使用料の算出根拠について質疑があり、理

事者側から、営利を目的とした使用をする場合や

社会教育的な利用以外の場合に使用料を徴収する

こととしており、使用料については類似施設であ

る「むつ市みどりのさきもり館」に合わせて設定

したとの答弁がありました。

さらに別の委員から、ジオパーク活動の推進を

図るということであるが、配置される臨時職員は

ジオパークに関する知識を有しているのかとの質
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疑があり、理事者側から、臨時職員については、

あくまでも施設管理を目的としており、ジオパー

クに関しては、現在養成しているボランティアガ

イドに対応していただくこととなるとの答弁があ

りました。

次に、議案第38号 むつ市議会の議決すべき事

件を定める条例の一部を改正する条例についてで

ありますが、理事者側から、むつ市長期総合計画

の策定に当たり、市における総合的かつ計画的な

行政運営を図るための基本構想の策定、変更また

は廃止について、地方自治法の規定による議会の

議決すべき事件とするためのものであるとの説明

がありましたが、委員からの質疑等はありません

でした。

次に、議案第39号 むつ市個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例についてでありま

すが、理事者側から、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律の

規定に基づき、市の独自事務について、情報提供

ネットワークシステムを活用し、他市町村等にお

いて保有する特定個人情報を利用することができ

るよう条文整備するためのものであるとの説明が

ありましたが、委員からの質疑等はありませんで

した。

次に、議案第41号 財産の取得についてであり

ますが、理事者側から、むつ市消防団むつ消防団

第８分団配備の消防ポンプ自動車を、老朽化に伴

い更新するためのものであるとの説明がありまし

た。

これに対し委員から、更新時期の目途と今後の

更新予定について質疑があり、理事者側から、こ

れまでおおむね30年程度で更新しており、今後も

使用年数を考慮し計画的に更新していくとの答弁

がありました。

次に、報告第16号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、むつ市税条例等の一部を改正する条例

を専決処分したもので、地方税法の一部を改正す

る法律が公布されたことに伴い、固定資産税及び

都市計画税の非課税範囲に、独立行政法人労働者

健康安全機構の所有資産を追加したほか、法改正

により引用している条項等を整備したものである

との説明がありましたが、委員からの質疑等はあ

りませんでした。

次に、報告第18号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、むつ市承認企業立地計画に従って設置

される施設に係る固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例を専決処分したもの

で、企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公

共団体等を定める省令の一部を改正する省令が公

布されたことに伴い、固定資産税の課税免除の適

用期限を平成29年３月31日まで１年間延長したも

のであるとの説明がありました。

これに対し委員から、適用を受けた法人につい

て質疑があり、理事者側から、これまで適用を受

けた法人はないとの答弁がありました。

次に、報告第19号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、むつ市地方活力向上地域に係る固定資

産税の特別措置に関する条例を専決処分したもの

で、地域再生法の規定に基づき認定された、本社

機能を含む事務所や研究及び研修などの特定業務

施設を東京23区から地方に移転または拡充した場

合に、固定資産税を軽減することとしたものであ

るとの説明がありました。

これに対し委員から、対象となる特定業務施設

はあるのかとの質疑があり、理事者側から、現在

のところ対象となる施設はないとの答弁がありま

した。

また別の委員から、以前から移転または拡充し
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ている特定業務施設は対象となるのかとの質疑が

あり、平成27年11月27日付で県が策定した地域再

生計画に基づき県知事に申請し認定を受けたもの

が対象となり、それ以前のものは対象にならない

との答弁がありました。

次に、報告第20号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、行政不服審査法の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の一部を改正する条例を専決

処分したもので、行政不服審査法の全部改正に伴

、 、い むつ市固定資産評価審査委員会条例において

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査

の申出に係る適用区分について規定したものであ

るとの説明がありましたが、委員からの質疑等は

ありませんでした。

以上で、総務教育常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（浅利竹二郎） これで総務教育常任委員長

の報告を終わります。

次は、議案第42号、報告第21号及び報告第24号

、 。について 産業建設常任委員長の報告を求めます

産業建設常任委員長。

（24番 濵田栄子議員登壇）

〇24番（濵田栄子） 産業建設常任委員会に付託さ

れました議案１件、報告２件について、審査の経

過と結果をご報告申し上げます。

本委員会は、６月23日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました議案及び報告につきましては、全会一致で

原案のとおり可決、承認すべきものと決定いたし

ました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第42号 財産の取得についてであ

りますが、理事者側から、むつ市役所川内庁舎配

備の除雪トラックを、老朽化に伴い更新するため

のものであるとの説明がありましたが、委員から

の質疑等はありませんでした。

次に、報告第21号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、むつ市中小企業振興条例の一部を改正

する条例を専決処分したもので、独立行政法人中

小企業基盤整備機構法施行令の一部改正に伴い、

条文整理をしたものであるとの説明がありました

が、委員からの質疑等はありませんでした。

次に、報告第24号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、むつ市脇野沢温泉条例等の一部を改正

する条例を専決処分したもので、むつ市脇野沢温

泉、むつ市ふれあい温泉川内及びむつ市湯野川温

泉濃々園の入浴施設に係る使用料の額について改

定したものであるとの説明がありました。

これに対し委員から、料金改定の経緯について

質疑があり、理事者側から、条例に規定されてい

る利用料金について、むつ市脇野沢温泉、むつ市

ふれあい温泉川内及びむつ市湯野川温泉濃々園の

利用料金のうち、小学生を対象とした小人の料金

が青森県公衆浴場入浴料金の限度額を超えている

ことが判明したことから、利用料金を４月にさか

のぼって190円から150円に改定したものであると

の答弁がありました。

以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（浅利竹二郎） これで産業建設常任委員長

の報告を終わります。

次は、報告第17号及び報告第23号について、民

生福祉常任委員長の報告を求めます。民生福祉常

任委員長。

（22番 中村正志議員登壇）

〇22番（中村正志） 民生福祉常任委員会に付託さ
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れました報告２件について、審査の経過と結果を

ご報告申し上げます。

本委員会は、６月23日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました報告につきましては、全会一致で承認すべ

きものと決定いたしました。

以下、審査の過程について申し上げます。

初めに、報告第17号 専決処分した事項の報告

及び承認を求めることについてでありますが、理

事者側から、むつ市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を専決処分したもので、地方税法施

行令の一部改正に伴い、被保険者の課税限度額の

引き上げ及び低所得世帯に係る軽減措置拡充のた

めの軽減判定所得基準額について改正したもので

あるとの説明がありましたが、委員からの質疑等

はありませんでした。

次に、報告第23号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてでありますが、理事

者側から、平成28年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算を専決処分したもので、平成27年度予

算の歳入に５億3,435万6,000円の不足を生じる見

込みとなったことから、平成28年度予算の歳入を

繰上充用するため、同額を歳入不足額として計上

し、補正後の歳入歳出予算総額を83億3,700万

1,000円としたものであるとの説明がありました

が、委員からの質疑等はありませんでした。

以上で、民生福祉常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（浅利竹二郎） これで民生福祉常任委員長

の報告を終わります。

以上で、各常任委員長の報告を終わります。

ここで議事整理のため、午前10時35分まで暫時

休憩いたします。

午前１０時１９分 休憩

午前１０時３５分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

これより質疑、討論、採決を行います。

先ほど一括議題といたしました５議案、８報告

については、それぞれ区分して質疑、討論、採決

を行いますので、ご了承願います。

◇議案第３７号

〇議長（浅利竹二郎） まず、議案第37号 むつ市

文化自然学習施設条例について、総務教育常任委

員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第37号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第３８号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、議案第38号 むつ市

議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正

する条例について、総務教育常任委員長報告に対

し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第38号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第３９号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、議案第39号 むつ市

個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例について、総務教育常任委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第39号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第４１号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、議案第41号 財産の

取得について、総務教育常任委員長報告に対し、

質疑に入ります。

本案は、むつ市消防団むつ消防団第８分団配備

の消防ポンプ自動車を老朽化に伴い更新するため

のものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第41号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第４２号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、議案第42号 財産の

取得について、産業建設常任委員長報告に対し、

質疑に入ります。

本案は、むつ市役所川内庁舎配備の除雪トラッ

クを老朽化に伴い更新するためのものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第42号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇報告第１６号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第16号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、総務教育常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市税条例等の一部を改正する条例

、 。について 報告及び承認を求めるものであります

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第16号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第１７号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第17号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、民生福祉常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について、報告及び承認を求めるもの

であります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第17号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第１８号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第18号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、総務教育常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市承認企業立地計画に従って設置

される施設に係る固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例について、報告及び承

認を求めるものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第18号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第１９号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第19号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、総務教育常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市地方活力向上地域に係る固定資

産税の特別措置に関する条例について、報告及び

承認を求めるものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第19号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第２０号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第20号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、総務教育常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、行政不服審査法の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の一部を改正する条例につい

て、報告及び承認を求めるものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第20号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第２１号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第21号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、産業建設常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市中小企業振興条例の一部を改正

する条例について、報告及び承認を求めるもので

あります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第21号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第２３号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第23号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、民生福祉常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、平成28年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算について、報告及び承認を求めるもの

であります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第23号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◇報告第２４号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、報告第24号 専決処

分した事項の報告及び承認を求めることについ

て、産業建設常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

本案は、むつ市脇野沢温泉条例等の一部を改正

する条例について、報告及び承認を求めるもので

あります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。以上

で質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第24号は委員長報告のとおり承認され

ました。

◎日程第14 議案質疑、討論、採決

◇議案第４３号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第14 議案第43号（ ） 、

平成28年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第43号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第43号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います
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これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第43号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

、 。って 議案第43号は原案のとおり可決されました

◎日程第15 議員提出議案上程、提案

理由説明、質疑、討論、採決

◇議員提出議案第２号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、日程第15 議員提出

議案第２号 むつ市議会委員会条例の一部を改正

する条例を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。14番佐

賀英生議員。

（14番 佐賀英生議員登壇）

〇14番（佐賀英生） 議員提出議案第２号 むつ市

議会委員会条例の一部を改正する条例について提

案理由を申し上げます。

本案は、先の第227回定例会において、次の一

般選挙から定数を22人と改めるむつ市議会議員定

数条例の一部を改正する条例を可決したことに伴

い、本条例の常任委員会委員の定数についても、

所要の改正をするため提案するものであります。

なお、本議案については、全議員26人をもって

提案するものであります。

以上が上程されました議員提出議案第２号の提

。 。案理由であります よろしくお願いをいたします

〇議長（浅利竹二郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議員提出議案第２号の質疑を終わりま

す。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第２号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第２号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第２号は原案のとおり可決され

ました。

◎閉会の宣告

〇議長（浅利竹二郎） これで、本定例会に付議さ

れた事件は全て議了いたしました。

以上で、むつ市議会第228回定例会を閉会いた

します。

午前１０時４９分 閉会
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